
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に図柄が付された無端状ベルトを周回させるように構成するとともに、無端状ベル
トの一部を視認できるように表示窓が設けられ、当該表示窓から前記図柄を視認できるよ
うにした遊技機において、
　

　

　 遊技者に所定の
タイミングで情報を付与する情報付与手段を
　前記情報付与手段を、遊技機正面からみて、前記表示窓と異なる位置、かつ、前記無端
状ベルトの手前側において当該無端状ベルトの周回領域に重複する位置に配置したことを
特徴とする遊技機。
【請求項２】
　表面に図柄が付された無端状ベルトを周回させるように構成するとともに、無端状ベル
トの一部を視認できるように表示窓が設けられ、当該表示窓から前記図柄を視認できるよ
うにした遊技機において、
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前記無端状ベルトを上下に配設された第１回転体及び第２回転体の外周側に掛け渡すこ
とにより、前記無端状ベルトを上下方向に延びる偏平状に周回させるものとし、

前記無端状ベルトをその外周側かつ手前側から前記第１回転体に向けて押える押え体を
設けることにより、前記無端状ベルトの前記第１回転体に沿った領域を拡張して前記無端
状ベルトの第１回転体よりも手前側を前方に凸となるように周回させるものとし、
　当該凸となった部分に現れる図柄を前記表示窓から視認可能とし、

前記押え体よりも第２回転体側となる前記無端状ベルトの前方領域に、
設け、



　

　

　 遊技者に所定の
タイミングで情報を付与する情報付与手段を
　前記情報付与手段を、遊技機正面からみて、前記無端状ベルトの手前側において当該無
端状ベルトの周回領域に含まれるように配置したことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　

ことを特徴とする請求項１又は２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記情報付与手段を平板状に形成し、遊技機本体の奥行き方向にみて肉薄となるように
配置したことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の遊技機。
【請求項５】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遊技機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
遊技機の一種として、複数の図柄がリールと称される円環状のベルト表面に付されて構成
された図柄列を可変表示した後に停止図柄を表示する可変表示手段を備えたスロットマシ
ンが知られている。この種の遊技機としては、可変表示手段の所定領域である有効ライン
に表示される停止図柄が特定図柄である場合に、例えばビッグボーナスゲームのような遊
技者に有利な所定のゲーム（特別遊技状態）が発生するものが提供されている。かかるス
ロットマシンでは、遊技媒体として例えばメダルを使用することが一般的である。すなわ
ち、ゲーム毎に１枚乃至３枚のメダルの投入が行われ、かかる投入によりベルトの回転等
の所謂ゲームの開始が許容される。
【０００３】
また、複数の図柄がベルト表面に付されて構成された図柄列を可変表示した後に停止図柄
を表示する可変表示手段を備えたパチンコ機が知られている。この種の遊技機としては、
可変表示手段の所定領域である有効ラインに表示される停止図柄が特定図柄である場合に
、例えば大入賞口が開放する大当りのような遊技者に有利な所定のゲーム（特別遊技状態
）が発生するものが提供されている。
【０００４】
さらに、近年、メダルの代わりにパチンコ機で使用される遊技球を用いて上記スロットマ
シンのような遊技を行うことのできる遊技機が考えられている。かかる遊技機においては
、所定数の遊技球が取り込まれた上でレバー操作が行われることで可変表示手段の可変表
示が開始される。また、特別遊技状態の発生に際しては多くの遊技球が払い出される。か
かる遊技機をスロットマシンに代えて使用すれば、パチンコホール等の遊技ホールでは遊
技球を共通の遊技媒体として取り扱うことができるとともにスロットマシンの遊技性を維
持することができる。そのため、パチンコ機とスロットマシンとが混在している現在の遊
技ホールにおいて多く見られる、メダルと遊技球との別個の取扱による設備上の負担や遊
技機設置個所の制約といった問題を解消し得る。
【０００５】
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前記無端状ベルトを上下に配設された第１回転体及び第２回転体の外周側に掛け渡すこ
とにより、前記無端状ベルトを上下方向に延びる偏平状に周回させるものとし、

前記無端状ベルトをその外周側かつ手前側から前記第１回転体に向けて押える押え体を
設けることにより、前記無端状ベルトの前記第１回転体に沿った領域を拡張して前記無端
状ベルトの第１回転体よりも手前側を前方に凸となるように周回させるものとし、
　当該凸となった部分に現れる図柄を前記表示窓から視認可能とし、

前記押え体よりも第２回転体側となる前記無端状ベルトの前方領域に、
設け、

前記第１回転体を大径ローラによって構成し、前記第２回転体をそれよりも小径の小径
ローラによって構成した

情報付与手段は、電気的表示装置であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに
記載の遊技機。



【発明が解決しようとする課題】
ここで、上記各種遊技機において、可変表示手段に機械的に周回するベルトを用いた場合
、当該ベルトが遊技機の略中央部に配置される一方、遊技性を高めるための液晶表示装置
等の情報付与手段（補助遊技装置）は、前記ベルトの例えば遊技機の最上部に配置された
り、遊技機を手前に大きく張り出してその領域に配置されるなどしていた。
【０００６】
そのため、情報付与手段は遊技者にとって見難い場所に配置されることとなったり、遊技
機の外観が大袈裟になって占有領域が増加したりコスト高になる等の不都合があった。
【０００７】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その主たる目的の一つは、図柄が表面
に付されたベルト（リールを含む）を周回させるタイプの遊技機において、ベルトに付さ
れた図柄及び情報付与手段をいずれも遊技者に見易い位置に配置できるようにすることに
ある。また、そのような配置としても遊技機のコンパクトさを維持し得るようにすること
を更なる目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段及びその効果】
上記の課題を解決するために有効な手段等を以下に示す。なお、必要に応じて各手段の直
後に作用、効果等をそれぞれ記載する。
【０００９】
手段１．表面に図柄が付された無端状ベルトを周回させるように構成するとともに、無端
状ベルトの一部を視認できるように表示窓が設けられ、当該表示窓から前記図柄を視認で
きるようにした遊技機において、
遊技者に、所定のタイミングで情報を付与する情報付与手段を備え、
前記情報付与手段を、遊技機正面からみて、前記無端状ベルトの手前側において当該無端
状ベルトの周回領域に重複するように配置したことを特徴とする遊技機。
【００１０】
手段１によれば、図柄を可変表示するための無端状ベルトの周回領域に、正面からみて重
複するように情報付与手段を配置したことから、前記図柄を見易い位置に配置しつつも、
情報付与手段を遊技者に見易い位置に配置することができる。
【００１１】
ここで、単純に無端状ベルトの周回領域を小さくして情報付与手段の設置領域を確保する
とすれば、ベルトに付される図柄が小さくなったり図柄数を減らさざるをえない等の不都
合が生じる可能性があるが、本手段及び後述する各手段によれば、ベルト周回領域を十分
に確保することができることとなり、見易くかつ必要数の図柄をベルト表面に付すことが
できる。
【００１２】
手段２．表面に図柄が付された無端状ベルトを周回させるように構成するとともに、無端
状ベルトの一部を視認できるように表示窓が設けられ、当該表示窓から前記図柄を視認で
きるようにした遊技機において、
遊技者に、所定のタイミングで情報を付与する情報付与手段を備え、
前記情報付与手段を、遊技機正面からみて、前記無端状ベルトの手前側において当該無端
状ベルトの周回領域に含まれるように配置したことを特徴とする遊技機。
【００１３】
手段２によれば、図柄を可変表示するための無端状ベルトの周回領域に、正面からみて含
まれるように情報付与手段を配置したことから、前記図柄を見易い位置に配置しつつも、
情報付与手段を遊技者に見易い位置に配置することができる。
【００１４】
手段３．手段１または手段２において、前記無端状ベルトを遊技機本体の奥行き方向にみ
て扁平状に周回させたことを特徴とする遊技機。
【００１５】
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手段３によれば、無端状ベルトを奥行き方向にみて扁平状に周回させたので、その手前側
に情報付与手段を配置しても、全体として奥行き方向の厚みを抑えることができ、遊技機
をコンパクトなものとすることができる。
【００１６】
手段４．手段１ないし手段３のいずれかにおいて、前記情報付与手段を平板状に形成し、
遊技機本体の奥行き方向にみて肉薄となるように配置したことを特徴とする遊技機。
【００１７】
手段４によれば、情報付与手段が奥行き方向にみて肉薄となる平板状であるため、無端状
ベルトと情報付与手段とが正面からみて（すなわち奥行き方向にみて）重複配置されてい
るにもかかわらず、当該奥行き方向の厚みを極力小さくすることができる。
【００１８】
ここで、手段３と手段４との組み合わせによれば、より一層、遊技機の厚みを少なくする
ことができる。
【００１９】
手段５．手段１ないし手段４のいずれかにおいて、前記無端状ベルトの情報付与手段との
非重複領域において、当該無端状ベルトを手前側に凸となるように周回させ、その凸とな
る部分に対応して前記表示窓を設けたことを特徴とする遊技機。
【００２０】
手段５によれば、無端状ベルトのうち少なくとも表示窓から視認される部分については表
示窓側に凸となるように構成したことから、遊技機の厚みを抑えつつも、遊技者がベルト
回転中の図柄を目で追い易くなる。特に、無端状ベルトを全体として扁平状に周回させた
場合において本手段５の効果が顕著となる。
【００２１】
なお、無端状ベルトの表示窓側への凸形状は、円弧状に凸となる形状であることが好まし
い。このように構成すれば、無端状ベルトの変形による疲労が軽減されるとともに、ベル
ト回転時の図柄の可変表示が滑らかなものとなって違和感がなくなる。
【００２２】
手段６．表面に図柄が付された無端状ベルトを周回させるように構成するとともに、無端
状ベルトの一部を視認できるように表示窓が設けられ、当該表示窓から前記図柄を視認で
きるようにした遊技機において、
遊技者に所定のタイミングで情報を付与する情報付与手段を備え、
前記無端状ベルトと情報付与手段とは、一体的に組み立てられてユニットを構成しており
、当該ユニットが遊技機本体に取り付けられるものであることを特徴とする遊技機。
【００２３】
手段６によれば、無端状ベルトと情報付与手段とが一体化されてユニットを構成している
ため、遊技機本体への無端状ベルトと情報付与手段との取り付けを一度に行うことができ
、また別々に取り付ける場合に比べて無端状ベルトと情報付与手段とを近接配置すること
が可能となる。その結果、情報付与手段を無端状ベルトとともに遊技機の中心的位置に集
約して配置することができて遊技者にとって遊技し易い利点が生じるし、無端状ベルトと
情報付与手段とをリンクさせた遊技演出も行うことができる。
【００２４】
手段７．手段６において、前記ユニットは、無端状ベルトの周回領域の外側に情報付与手
段を配置して構成されていることを特徴とする遊技機。
【００２５】
手段７によれば、無端状ベルトと情報付与手段とのユニット構成として、情報付与手段を
無端状ベルトの外周側に配置した構成としたので、情報付与手段を遊技者に見易い位置に
配置することができる。
【００２６】
手段８．手段６または手段７において、前記情報付与手段を、遊技機正面からみて、前記
無端状ベルトの手前側において当該無端状ベルトの周回領域に重複するように配置したこ
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とを特徴とする遊技機。
【００２７】
手段８によれば、図柄を可変表示するための無端状ベルトの周回領域に、正面からみて重
複するように情報付与手段を配置したことから、前記図柄を見易い位置に配置しつつも、
情報付与手段を遊技者に見易い位置に配置することができる。
【００２８】
手段９．手段６または手段７において、前記情報付与手段を、遊技機正面からみて、前記
無端状ベルトの手前側において当該無端状ベルトの周回領域に含まれるように配置したこ
とを特徴とする遊技機。
【００２９】
手段９によれば、図柄を可変表示するための無端状ベルトの周回領域に、正面からみて含
まれるように情報付与手段を配置したことから、前記図柄を見易い位置に配置しつつも、
情報付与手段を遊技者に見易い位置に配置することができる。
【００３０】
手段１０．手段６ないし手段９のいずれかにおいて、前記無端状ベルトを遊技機本体の奥
行き方向にみて扁平状に周回させたことを特徴とする遊技機。
【００３１】
手段１０によれば、無端状ベルトを奥行き方向にみて扁平状に周回させたので、その手前
側に情報付与手段を配置しても、全体として奥行き方向の厚みを抑えることができ、ユニ
ット化したことと相俟って遊技機を一層コンパクトなものとすることができる。
【００３２】
手段１１．手段６ないし手段１０のいずれかにおいて、前記情報付与手段を平板状に形成
し、遊技機本体の奥行き方向にみて肉薄となるように配置したことを特徴とする遊技機。
【００３３】
手段１１によれば、情報付与手段が奥行き方向にみて肉薄となる平板状であるため、無端
状ベルトと情報付与手段とが正面からみて（すなわち奥行き方向にみて）重複配置されて
いても、当該奥行き方向の厚みを極力小さくすることができる。
【００３４】
ここで、手段１０と手段１１との組み合わせによれば、より一層、遊技機の厚みを少なく
することができる。
【００３５】
手段１２．手段６ないし手段１１のいずれかにおいて、前記無端状ベルトの情報付与手段
との非重複領域において、当該無端状ベルトを手前側に凸となるように周回させ、その凸
となる部分に対応して前記表示窓を設けたことを特徴とする遊技機。
【００３６】
手段１２によれば、無端状ベルトのうち少なくとも表示窓から視認される部分については
表示窓側に凸となるように構成したことから、遊技機の厚みを抑えつつも、遊技者がベル
ト回転中の図柄を目で追い易くなる。特に、無端状ベルトを全体として扁平状に周回させ
た場合において本手段１２の効果が顕著となる。
【００３７】
なお、無端状ベルトの表示窓側への凸形状は、円弧状に凸となる形状であることが好まし
い。このように構成すれば、無端状ベルトの変形による疲労が軽減されるとともに、ベル
ト回転時の図柄の可変表示が滑らかなものとなって違和感がなくなる。
【００３８】
また、手段５または手段１２においては、無端状ベルトを前記凸となる部分以外の箇所に
おいて全体として扁平状に周回させ、前記無端状ベルトの前記凸となる部分に隣接する位
置に、前記無端状ベルトの扁平方向に沿って平板状の情報付与手段を配置することが最も
好ましい。
【００３９】
このように構成することで、無端状ベルトの凸となる部分に隣接して形成される空間に、
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情報付与手段を略平行に配置することによって、遊技機の厚みを増加させることなく、電
気的表示装置を遊技機の中心的位置に配置することができる。この場合、無端状ベルトと
電気的表示装置とが全体として直方体空間に収まるように配置されることが好ましく、こ
れにより表示演出系の装置類の一層のコンパクト化を図ることができる。
【００４０】
また、手段５または手段１２において、前記無端状ベルトを小径ローラと大径ローラとに
掛け渡して、大径ローラに掛け渡された部分によって前記凸となる部分を形成することが
好ましい。更には、その無端状ベルトの表示窓側における前記両ローラに掛け渡されてい
る領域のうち、大径ローラ寄りには、無端状ベルトを大径ローラ側に押える押えローラを
設けることが一層好ましい。押えローラによって、無端状ベルトは大径ローラに沿った部
分がひろがり、表示窓から見えるベルトに十分な奥行き感が生じ、遊技者がベルト回転中
の図柄を一層目で追い易くなるからである。そして、この場合、前記押えローラよりも小
径ローラ側に、前記無端状ベルトに沿って平板状の電気的表示装置を配置すれば、全体と
して直方体空間に収まるようなユニットを構成することができ、より一層好ましい。更に
、前記小径ローラをモータ等の電気的駆動源に連結された駆動ローラとして、他のローラ
を従動ローラとすれば、大径ローラ内に空隙を形成しやすくなって蛍光ランプ等のバック
ライトを配置する等の更なる改良を行うことができる利点がある。
【００４１】
手段１３．手段１乃至手段１２のいずれかにおいて、前記表示窓から視認される前記図柄
の停止状況に応じて遊技者に遊技価値を付与するようにしたことを特徴とする遊技機。
【００４２】
手段１３によれば、図柄停止状況に応じて遊技者に付与される遊技価値が決定されること
から、遊技の興趣を高めることができる。
【００４３】
手段１４．手段１乃至手段１３のいずれかにおいて、前記無端状ベルトは複数並設されて
いることを特徴とする遊技機。
【００４４】
手段１４によれば、無端状ベルトが複数並設されていることから、それぞれに付された図
柄のベルト停止時の組合せによって、遊技者に付与する遊技価値を変化させることができ
る。
【００４５】
ここで、情報付与手段の占有領域としては、特にベルトとともにユニット化する際には複
数のベルト列と略同一幅とすることがコンパクトさ等の面で最も有利である。ただし、情
報付与手段は、各ベルトの配列方向にみて複数のベルトにまたがるように配置されている
だけでも十分であり、また少なくとも１のベルトの幅以上の幅を有していれば十分である
。さらに、複数のベルトの表示窓群（または一つの表示窓）によって形成される一連の図
柄表示領域と情報付与手段の設置領域とが遊技機の正面からみて重複しないように（特に
上下に隣接して）配置されることが好ましい。
【００４６】
手段１５．手段１乃至手段１４のいずれかにおいて、始動操作手段の操作に起因して前記
ベルトの回転を始動させて図柄を可変表示するとともに、停止操作手段の操作に起因して
或いは該停止操作手段が操作されないまま所定時間経過したことに起因して前記ベルトの
回転を停止させて図柄の可変表示を停止するように構成したことを特徴とする遊技機。
【００４７】
手段１５によれば、遊技者が始動操作手段を操作したり停止操作手段を操作することによ
り、遊技に積極的に関与することができる。かかる遊技機としてはスロットマシンの他、
後述する手段１８ないし手段２１において特定した遊技機がある。
【００４８】
手段１６．手段１乃至手段１５のいずれかにおいて、情報付与手段は、電気的表示装置で
あることを特徴とする遊技機。
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【００４９】
手段１６によれば、機械的な無端状ベルトの図柄による表示と、電気的表示との協動によ
って、より多彩な演出を行うことができ、またそれらが近接配置されていることによって
両者で表示上の遊技演出を容易にリンクさせることができる。
【００５０】
手段１７．手段１６において、前記電気的表示装置は、内部抽選によって無端状ベルトの
図柄として、既に遊技者に有利な遊技価値を付与する図柄で停止し得る状態にあることを
表示するものであることを特徴とする遊技機。
【００５１】
手段１７によれば、電気的表示装置は、内部抽選によって当選していることを示す表示情
報（例えばビッグボーナスフラグが成立していることを示す情報）を付与することから、
遊技者は遊技球の取り込みの最中にそのような情報が導き出されることに強い感心を持つ
こととなり、遊技球の取り込み最中の待ち時間を有意義に過ごすことができる。
【００５２】
ここで、かかる情報を明示することも可能であるが、遊技球の取り込み待ち時間が数秒あ
る場合においてその待ち状態を退屈させないためには、かかる情報を得るための手がかり
を与える程度の付与が好ましい。例えば、所定のゲームを進行させてゲームが成立したら
内部抽選で所定の当選がなされていることが遊技者にわかるようにする等である。
【００５３】
手段１８．手段１ないし手段１７のいずれかにおいて、遊技球を取り込む取込手段を備え
、所定数の遊技球が取り込まれると、前記無端状ベルトを回転（周回）させて停止させる
一遊技回の遊技を実行し得るようにしたことを特徴とする遊技機。
【００５４】
手段１８に示した遊技機は、遊技ホールにおいてパチンコ機と同一の島に設置されること
が考えられるが、その場合であっても、奥行き方向の厚みを減らすなどの以上の各手段の
効果と相俟って当該島への設置が可能となる。
【００５５】
手段１９．手段１８において、遊技球を保持する球受皿を備え、球受皿の球受面を、取込
手段に遊技球を供給するように当該取込手段側へ傾斜させたことを特徴とする遊技機。
【００５６】
手段１９によれば、球受皿に保持された遊技球が当該球受皿の球受面の傾斜により取込手
段に供給される。従って、球受皿に遊技球を入れておけば、取込手段によって次々と遊技
球の取込処理を行うことができる。
【００５７】
手段２０．手段１９において、前記遊技価値の付与は、払出手段による遊技球の払出によ
って実行されることを特徴とする遊技機。
【００５８】
手段２０によれば、遊技の開始の際も遊技価値の付与の際も共通の遊技球を使用している
から、パチンコ機の島で島設備を完全に共有化することができる。
【００５９】
手段２１．手段１９と手段２０との組み合わせにおいて、払出手段を球受皿、特に球受皿
の傾斜上流側に遊技球を払い出すように構成したことを特徴とする遊技機。
【００６０】
手段２１によれば、払出手段からの遊技球が球受皿に受け入れられ、その遊技球が傾斜に
よって取込手段に取込まれるため、遊技者が積極的に遊技球を球受皿に持っていく手間が
軽減される利点がある。
【００６１】
手段２２．手段１ないし手段１４のいずれかにおいて、遊技機は、発射された遊技球が落
下する遊技領域を備え、遊技領域の一部に前記表示窓が設けられているパチンコ機である
こと。
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【００６２】
手段２２によれば、遊技領域の一部に可変表示手段であるベルトの表示窓が形成されてい
る関係上、表示窓の設置領域が小さく、またホールの島設備に設置する関係上、パチンコ
機の厚みも大きくできないが、本手段によれば、ベルトの占有領域を小さくしつつ、図柄
の大きさを小さくすることなく図柄数を多くすることができる等の利点がある。
【００６３】
【発明の実施の形態】
以下に、遊技球を取り込んだ上で遊技が開始される遊技機を具体化した一実施の形態につ
き図面に基づいて説明する。
【００６４】
なお、本実施の形態における遊技機は、基本的な遊技内容についてはいわゆるスロットマ
シンと似通った性質を具備するものである。但し、遊技に際しては所定数の遊技媒体（遊
技価値）としての遊技球（パチンコ機と同様の遊技球：パチンコ球）を必要とし、所定条
件が成立した場合には複数の遊技球、場合によっては大量の遊技球が払い出されるよう構
成されている。
【００６５】
図１に示すように、遊技機１０は、矩形状の外枠１と、外枠１の前部に設けられ外枠１の
一側部にて開閉可能に支持された前面枠２とを備えている。本実施の形態では、基本的に
は外枠１及び前面枠２により遊技機本体が構成されている。
【００６６】
前面枠２の前面側には、前面扉３が開閉可能に設けられている。前面扉３が閉状態となっ
ている場合、該前面扉３によって前面枠２の下部を除く部分が閉鎖される。また、該前面
扉３は、自身が閉状態にある場合には図示しないロック機構によって開放不能な状態にロ
ックされており、そのロック状態は前面扉３に設けられた図示しないキーシリンダに対す
る所定のキー操作によって解除されるように構成されている。
【００６７】
上述したように、本実施の形態における遊技機１は、遊技球（仮想遊技球をも含む）の投
入を必要条件として遊技が行われるよう構成されている。すなわち、前記前面扉３の裏側
には、遊技者の投入操作やクレジット操作等に基づいて遊技球を所定個数ずつ取込むため
の取込手段としての取込装置４（図７参照）が設けられている。また、所定条件成立に基
づいて遊技球の払出が行われるようになっている。すなわち、前記前面枠２の裏側には、
図６に示すように、裏セット盤５が取着されており、該裏セット盤５には、払出用の遊技
球を貯留するためのタンク６、該タンク６に連接されたタンクレール７及びケースレール
８、ケースレール８に連接された払出手段としての払出装置９、並びに、払出装置９から
延びる払出通路１１等が設けられている。
【００６８】
また、図１，２に示すように、前面枠２の下部には、遊技者側において遊技球を貯留可能
な上受皿１２が着脱自在に取付けられている。一方、前面扉３のうち、前記上受皿１２に
対応する部分は前面側に膨出しており、かつ、その上下が開口形状となっている。このた
め、前面扉３が閉状態にあるときには、上受皿１２、特にその上面側が、露出するよう構
成されている。かかる構成により、上受皿１２を容易に取り外すことができるとともに、
取り外した上で、清掃等の作業を行いやすくなっている。また、後述する操作部１４等の
点検、修理等を前面扉３の裏側から行いやすくなっている。つまり、メンテナンス性の向
上が図られている。
【００６９】
そして、前記投入操作が行われた場合、取込装置４が作動し、これにより上受皿１２にあ
る遊技球が、図の右側から所定個数ずつ取り込まれるようになっている。また、所定条件
が成立した場合には、前記払出装置９が作動し、これにより、タンク６に貯留されている
遊技球が、払出通路１１等を介して基本的には前記上受皿１２に払い出されるようになっ
ている。ここで、上受皿１２は、払出装置９から払い出される遊技球を取込装置４の方へ
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向けて案内するべく、払出口から取込装置４側へと幾分下方傾斜するように形成されてい
る。図１では、上受皿４の上面（球受面）は右側へと下方傾斜している。
【００７０】
上受皿１２の下方において、前面枠２の下部には、下受皿１３が設けられている。そして
、前記上受皿１２内に遊技球が満タンに貯留されている状態であって、さらに遊技球の払
出が行われた場合には、下受皿１３の方へと遊技球が払い出されるようになっている。
【００７１】
前記上受皿１２に対応する部位において、前記前面扉３の膨出部分は、操作部１４となっ
ている。また、前面扉３のうち、操作部１４の直上には、表示部１５が設けられている。
これら操作部１４及び表示部１５の構成については後述することとする。
【００７２】
前面扉３には、前記表示部１５の上方において、３つの表示窓２１，２２，２３が横並び
となるように設けられている。表示窓２１，２２，２３は透明又は半透明な材質により構
成されており、各表示窓２１，２２，２３を通して内部を視認可能な状態とされている。
また、各表示窓２１，２２，２３の上方には、補助表示窓２４が設けられている。これら
表示窓２１，２２，２３及び補助表示窓２４並びにこれらを含む領域は、パネル状をなし
ており、遊技者に視認されやすいよう、下方ほど手前となるように傾斜して形成されてい
る（図５参照）。
【００７３】
図２，５に示すように、前面扉３の裏側において、前面枠４には、表示装置ユニット３０
が設置されている。表示装置ユニット３０は、前面枠４に取着固定された支持フレーム４
０を具備している。支持フレーム４０には、可変表示手段を構成する左回転体３１、中回
転体３２及び右回転体３３が収納されている。本実施の形態において、各回転体３１，３
２，３３は、複数の外歯を等間隔に有してなる駆動ローラ３４と、駆動ローラ３４よりも
大径で複数の外歯を等間隔に有してなる従動ローラ３５と、両ローラ３４，３５の外歯に
掛け渡されたベルト（無端状ベルト）３６とを備えている。かかる構成下、円形状のリー
ルで回転体を構成した場合とは異なり、ベルト３６（回転体３１，３２，３３）は、扁平
状に構成されることとなる。
【００７４】
各回転体３１，３２，３３の駆動ローラ３４は、表示装置ユニット３０の上部において回
転可能に軸支されている。また、各駆動ローラ３４は、それぞれステッピングモータ等よ
りなるモータ３７，３８，３９に連結されている。そして、各モータ３７，３８，３９の
駆動により各回転体３１，３２，３３が個別に、すなわち、それぞれ独立して回転駆動す
るようになっている。さらに、各回転体３１，３２，３３の従動ローラ３５は、表示装置
ユニット３０の下部において、前記表示窓２１，２２，２３に相対する位置において回転
可能に軸支されている。
【００７５】
各従動ローラ３５の上方において、該従動ローラ３５寄りには、前記ベルト３６を前面側
から奥側へと押圧するようにして、押えローラ４１が従動回転可能に支持されている。該
押えローラ４１も外歯を有しており、ベルト３６の回転に伴って回転させられるようにな
っている。かかる押えローラ４１は、駆動ローラ３４よりも小径であって、ベルト３６に
対し所定のテンションを付与するとともに、前記従動ローラ３５に対するベルト３６の当
接長をより多くするべく機能する。
【００７６】
具体的には、押えローラ４１が存在することで、ベルト３６は、前記従動ローラ３５の外
周面（円周）上の３分の２程度に当接する。これにより、前記表示窓２１，２２，２３か
らは、前記ベルト３６が、あたかも断面円弧状の湾曲面に沿って（円周上を）回転するか
の如く視認されうるようになっている。換言すれば、前記ベルト３６のうち、表示窓２１
，２２，２３から視認される部分は、ベルト３６の回転方向において表示窓２１，２２，
２３側に円弧状に凸となるように構成されている。
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【００７７】
さらに、支持フレーム４０には、電気的表示装置（情報付与手段）を構成する略平板状の
液晶表示装置４２が装着されている。液晶表示装置４２は、前記従動ローラ３５の上方、
かつ、前記補助表示窓２４及びベルト３６間において、補助表示窓２４及びベルト３６と
略平行に位置するよう設置されている。つまり、前記補助表示窓２４からは、液晶表示装
置４２の表示面が視認されるようになっている。
【００７８】
なお、液晶表示装置４２を、前記押えローラ４１よりも上方、つまり、駆動ローラ３４側
に設けることとしてもよい。また、ベルト３６と液晶表示装置４２とが全体として直方体
空間に収まるよう配置されていることが、コンパクト化を図るといった観点からは望まし
い。本実施の形態では、これら支持フレーム４０、駆動ローラ３４、従動ローラ３５、ベ
ルト３６、モータ３７，３８，３９、押えローラ４１及び液晶表示装置４２等により表示
装置ユニット３０が構成されている。
【００７９】
また、本実施の形態では、図２に示すように、遊技機１０の正面からみて３本のベルト３
６の周回領域に含まれるように液晶表示装置４２が配置されている。これにより、表示装
置ユニット３０が上記のとおりコンパクトに収まる。なお、液晶表示装置４２はその一部
が遊技機１０の正面からみて３本のベルト３６の周回領域に重複していればよい。
【００８０】
さて、回転体３１，３２，３３が回転すると、各表示窓２１，２２，２３を通して回転体
３１，３２，３３（各ベルト３６）が上から下へ向かって移動しているかのように視認さ
れる。図３に示すように、各ベルト３６の外表面には、それぞれ識別情報としての図柄（
シンボル）が多数付されている。これらの図柄のうち、表示窓２１，２２，２３を介して
視認可能な図柄数は、主として表示窓２１，２２，２３の上下方向の長さによって決定さ
れる所定数に限られている。本実施の形態では各回転体３１，３２，３３毎に全体を視認
可能な図柄数は２個ずつとされている。
【００８１】
次に、各回転体３１，３２，３３のベルト３６に付される図柄について説明する。図３に
は、左回転体３１、中回転体３２、右回転体３３のベルト３６についての図柄配列が示さ
れている。同図は、ベルト３６表面の展開図とみても差し支えない。同図に示すように、
各ベルト３６にはそれぞれ２０個の図柄が一列に設けられている。
【００８２】
図柄としては、例えばビッグボーナスゲームに移行するための「７」図柄（上の２つの図
柄）がある（ビッグボーナス図柄）。また、リプレイゲームに移行するための「リプレイ
」図柄（例えば、上から第３，４番目）がある。併せて、小役の払出が行われる小役図柄
としての「タコ」図柄（例えば、上から第９，１０番目）がある。なお、本実施の形態で
は各ベルト３６における各図柄の数や配置順序は同じに設定されている。本実施の形態で
は、上下一対の２つの図柄が組合わさることによって「７」等の絵、模様、数字等が構成
されるようになっているが、これらは、同種ではあるがそれぞれ異なる図柄である。例え
ば、上の２つの「７」図柄は、「７」の数字の上半分で１つの「７」図柄であり、「７」
の数字の下半分で１つの「７」図柄を構成する（「リプレイ」図柄、「タコ」図柄も同様
）。また、「７」の数字の下半分で構成される「７」図柄は、「タコ」の小さな絵模様が
付されており、「タコ」図柄を兼ねている（但し、「７」図柄が３つ揃った場合は、「７
」図柄が優先される）。
【００８３】
そして、小役図柄に関し、「タコ」図柄が後述する有効ライン上に左・中・右と揃った場
合には７５個の遊技球の払出が行われ、ビッグボーナス図柄の組合せである「７」図柄が
有効ライン上に左・中・右と揃った場合には７５個の遊技球の払出が行われる。さらに、
「リプレイ」図柄が有効ライン上に左・中・右と揃った場合には遊技球の払出は行われな
い。なお、本実施の形態では、更なる小役図柄の組合せを設定することとしている。すな
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わち、有効ライン上において、左・中・右の順に（１）「７」図柄、「７」図柄、「リプ
レイ」図柄が、（２）「７」図柄、「７」図柄、「タコ」図柄が、（３）「７」図柄、「
リプレイ」図柄、「７」図柄が、（４）「７」図柄、「タコ」図柄、「７」図柄が、（５
）「リプレイ」図柄、「７」図柄、「７」図柄が、（６）「タコ」図柄、「７」図柄、「
７」図柄が揃った場合においても、７５個の遊技球の払出が行われるようになっている。
【００８４】
図４（ａ），（ｂ）に示すように、前面扉３には、各表示窓２１，２２，２３を結ぶよう
に、横方向へ平行となるように２本、下上下及び上下上の如く山型、谷型となるように２
本、計４本の有効ラインが付されている。勿論、最大有効ライン数を５以上としてもよく
、３未満としてもよく、所定条件に応じて最大有効ライン数を変更するようにしてもよい
。これら各有効ラインに対応して、表示窓２１，２２，２３群の正面から見て左側にはベ
ット数表示部４３が設けられている。
【００８５】
ベット数表示部４３では、下段の横ライン（下ライン）のみが有効化された場合に「１」
のセグメント表示によって報知される。本実施の形態では、前記下ラインが有効化される
ためには、５個の遊技球の投入（１ベット）が必要とされる。また、ベット数表示部４３
では、下ライン及び上段の横ライン（上ライン）のみが有効化された場合に「２」のセグ
メント表示によって報知される。本実施の形態では、前記上下ラインが有効化されるため
には、１０個の遊技球の投入（２ベット）が必要とされる。さらに、ベット数表示部４３
では、上下の横ライン並びに、山形及び谷型（山谷ライン）、つまり計４つのラインが有
効化された場合に「３」のセグメント表示によって報知される。本実施の形態では、前記
上下ライン及び山谷ラインが有効化されるためには、１５個の遊技球の投入（３ベット）
が必要とされる。すなわち、本実施の形態では、一遊技回の遊技に必要な最低限の遊技球
の数（所定数）は「５個」に設定され、一遊技回の遊技に最大限投入可能な遊技球の数（
最大投入数）は「１５個」に設定されている。
【００８６】
図１に示すように、前記前面扉３の膨出部分に設けられた操作部１４の左側には、各回転
体３１，３２，３３を一斉（同時である必要はない）に回転開始させるために操作される
スタートレバー４４が設けられている。スタートレバー４４は可変表示を開始させるべく
操作される始動操作手段を構成する。スタートレバー４４の右側には、回転している各回
転体３１，３２，３３を個別に停止させるために操作されるボタン状のストップスイッチ
４５，４６，４７が設けられている。各ストップスイッチ４５，４６，４７は停止対象と
なる回転体３１，３２，３３に対応する表示窓２１，２２，２３に対応してそれぞれ配置
されている。ストップスイッチ４５，４６，４７は、可変表示を停止させる停止手段、及
び、可変表示を停止させるべく操作される停止操作手段を構成する。なお、本実施の形態
では、前記ストップスイッチ４５，４６，４７が停止されないまま所定時間経過したこと
に起因して、前記回転体３１，３２，３３が停止させられるよう構成されている。
【００８７】
また、前記操作部１４のうち、前記スタートレバー４４の近傍には、遊技球を投入するた
めの入力手段を構成するボタン状のベットスイッチが設けられている。本実施の形態では
、ベットスイッチとして１ベットスイッチ５１と、２ベットスイッチ５２と、マックスベ
ットスイッチ５３とが設けられている。各ベットスイッチ５１，５２，５３は、共に遊技
媒体（又は記憶遊技媒体）たる遊技球を投入するためのものである。１ベットスイッチ５
１に関しては、１回押圧操作される毎に、５個の遊技球が投入されるよう設定されている
。より詳しくは、後述するクレジットモード下においてクレジットされた仮想遊技球が所
定数（５個）以上存在する場合には、１ベットスイッチ５１の１回の押圧操作で、仮想遊
技球がそれまでのクレジット数から「５個」だけ減算される。また、仮想遊技球が所定数
以下の場合又はクレジットモードでないダイレクトモードの場合には、１ベットスイッチ
５１の１回の押圧操作で、上受皿１２の遊技球が「５個」ずつ回収され、取り込まれるよ
うになっている。
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【００８８】
また、２ベットスイッチ５２に関しては、１回押圧操作される毎に、１０個の遊技球が投
入されるよう設定されている。より詳しくは、後述するクレジットモード下においてクレ
ジットされた仮想遊技球が所定数（１０個）以上存在する場合には、２ベットスイッチ５
２の１回の押圧操作で、仮想遊技球がそれまでのクレジット数から「１０個」だけ減算さ
れる。また、仮想遊技球が所定数以下の場合又はクレジットモードでないダイレクトモー
ドの場合には、２ベットスイッチ５２の１回の押圧操作で、上受皿１２の遊技球が「１０
個」ずつ回収され、取り込まれるようになっている。
【００８９】
さらに、マックスベットスイッチ５３は、前記１ベットスイッチ５１等の複数回（３回）
の押圧操作を省略することができるよう設けられているものであって、１回押圧操作され
る毎に、１５個（３ベット分）の遊技球が投入されるよう設定されている。より詳しくは
、後述するクレジットモード下においてクレジットされた仮想遊技球が所定数（１５個）
以上存在する場合には、マックスベットスイッチ５３の１回の押圧操作で、仮想遊技球が
それまでのクレジット数から「１５個」だけ減算される。また、仮想遊技球が所定数以下
の場合又はクレジットモードでないダイレクトモードの場合には、マックスベットスイッ
チ５３の１回の押圧操作で、上受皿１２の遊技球が「１５個」ずつ回収され、取り込まれ
るようになっている。本実施の形態における実際の遊技球の取込は、前述のとおり、取込
装置４によって行われる。なお、取込装置４よりも上流側の取込通路（図示略）には、１
個１個の遊技球の存在の有無を検出可能なフォトセンサよりなる取込検出センサ９６（図
７参照）が複数個配設されている。当該検出センサ９６の存在によって、１ベット分（５
個）、２ベット分（１０個）或いはマックスベット分（１５個）の遊技球を一度に取込可
能か否かを検出できるようになっている。
【００９０】
また、本実施の形態では、上下ライン及び山谷ライン（計４ライン）が有効化された（１
５個の遊技球が投入された）時点で、最大ベット（３ベット）状態となる。つまり、例え
ば、或いはマックスベットスイッチ５３の１回の押圧操作がなされた時点で、それ以上の
投入は行われないようになっている。従って、本実施の形態では最大ベット（３ベット）
状態となった上で、さらにベットスイッチ５１，５２，５３が押圧操作された場合には、
該操作が無効化されるようになっている。
【００９１】
さらに、前記操作部１４において、スタートレバー４４の近傍には、ボタン状の切換スイ
ッチ５４が設けられている。また、操作部１４の右部には、精算スイッチ５５が設けられ
ている。切換スイッチ５４は、既に取り込まれ貯留記憶された状態となっている遊技球や
、所定条件成立の結果遊技者に払い出される遊技球の取扱形式を変更するために操作され
る。
【００９２】
すなわち、例えば電源投入時には、所定の最大値（例えば遊技球２５０個分：最大記憶数
）となるまでの余剰の遊技球をクレジット（仮想遊技球：記憶遊技媒体）として貯留記憶
するとともに、払い出された遊技球もクレジット（仮想遊技球）として貯留記憶するよう
に設定しておく「クレジットモード」とし、切換スイッチ５４が押圧操作されると、クレ
ジットがある場合にはその分を現実の遊技球として払い出すとともに、余剰の遊技球や獲
得遊技球も現実の遊技球として直接払い出すように設定された「ダイレクトモード」に切
り換えられるようにしておく。そして、この切換スイッチ５４が操作される度に「クレジ
ットモード」と「ダイレクトモード」とが交互に切り換えられるようにしておけば、遊技
者は自身の好みに応じた形式で遊技を実行することができる。かかる切換スイッチ５４は
投入価値及び遊技価値の取扱形式を切り換える切換操作手段を構成する。
【００９３】
また、精算スイッチ５５は、上受皿１２に貯留されている遊技球を下受皿１３に排出する
ためのものである。すなわち、遊技者が遊技を終了して上受皿１２に貯留されていた遊技
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球を取り出そうとした場合に、当該精算スイッチ５５が押圧操作されることで、上受皿１
２に貯留されている遊技球が下受皿１３に排出されるようになっている。もちろん、レバ
ースライド操作によって上受皿１２の遊技球が下受皿１３に排出される構成であってもよ
い。
【００９４】
さらに、前面扉３の前記表示部１５には、クレジットモード時に有効化されて貯留記憶さ
れた遊技球数を表示する記憶数表示手段としての残数表示部５６と、獲得遊技球の個数を
表示する獲得数表示部５７と、ビッグボーナスゲーム中の情報（例えばゲーム回数等）を
表示するための情報表示部５８とがそれぞれ設けられている。本実施の形態では、これら
各表示部５６，５７，５８は３桁或いは２桁の７セグメント表示器によって構成されてい
るが、桁数は特に限定されるものではないし、液晶表示器等によって代替することも当然
可能である。
【００９５】
ところで、本実施の形態においては、前記クレジットモード時における最大貯留記憶個数
は上述したように例えば「２５０個」（５０ベット分相当）に設定されている。そして、
前記残数表示部５６には、「０」～「２５０」までの貯留記憶数が表示可能となっている
。クレジットモード時においては、この残数表示部５６の表示される数字は、１ベット毎
に５ずつ（マックスベットでは１５ずつ）減算されて表示されることとなる。従って、当
該残数表示部５６に表示されている数値が５の倍数でない場合には、現時点での貯留記憶
数が「０」～「４」の間の端数分存在していることを遊技者は容易に認識することができ
る。
【００９６】
なお、遊技機１（前面扉３）の上部には、ビッグ報知部、リプレイ報知部、小役報知部等
の各種報知部（図示略）が設けられている。これら各種報知部は遊技機１上部以外の場所
に設けてもよいし、共通の報知部で異なる態様の報知を行うようにしてもよい。例えば、
ビッグ報知部は、各回転体３１，３２，３３の停止時に「７」図柄が有効ライン上に揃っ
た場合、ビッグボーナスゲームを獲得したことを点灯、点滅等によって表示報知する。リ
プレイ報知部は、各回転体３１，３２，３３の回転停止時に「リプレイ」図柄が有効ライ
ン上に揃った場合、リプレイゲームを獲得したことを点灯、点滅等によって表示報知する
。小役報知部は、各回転体３１，３２，３３の回転停止時に小役図柄としての「タコ」図
柄或いは前記特殊な小役図柄が有効ライン上に揃った場合、所定数の遊技球を獲得したこ
とを点灯、点滅等によって表示報知する。なお、これら各報知部は表示によって報知する
こととしたが、これに代えて或いはこれに加えて、遊技機１（前面扉３の上部）に備えら
れるスピーカ６１によって音声により報知してもよい。
【００９７】
さらに、表示窓２１，２２，２３の両側及びスピーカ６１の上方には、補助演出を行うた
めのランプ表示部６２，６３，６４が設けられている。該ランプ表示部６２，６３，６４
は、例えば、表示内容の多様化及び表示演出の重厚化を意図して設けられており、遊技の
進行に伴って各種表示演出を実行するためのものである。例えば、ビッグボーナスゲーム
を獲得しうる状態になったときに、全てのランプ表示部６２，６３，６４を点灯させるこ
とで、遊技者への告知が行われることになっていてもよい。
【００９８】
図６，７に示すように、遊技機１の裏セット盤５には、遊技に関する各種の制御を行うた
めの主基板（制御装置）７１が備えられている。主基板７１は、主たる制御を司るＣＰＵ
、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊技の進行に応じた必要なデータを記憶するＲＡＭ
、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同
期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等を含む制御回路基板よりなって
おり、制御基板ボックスに収納されている。また、裏セット盤５には、サブ基板７２及び
電源基板７３等が設けられている。
【００９９】
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図７は、主基板７１等の電気的構成を説明するブロック図である。同図において、太い矢
印は、電源の接続及び方向を示し、細い矢印は信号の接続及び方向を示している。電源基
板７３からの電源は、主基板７１及び払出装置９へと供給される。また、サブ基板７２へ
は、主基板７１を介して電源が供給される。
【０１００】
主基板７１の入力側には、スタートレバー４４の操作を検出するスタート検出センサ８１
、各ストップスイッチ４５，４６，４７の操作を個別に検出するストップ検出センサ８２
，８３，８４、１ベットスイッチ５１の押圧操作を検出する１ベット検出センサ８５、２
ベットスイッチ５２の押圧操作を検出する２ベット検出センサ８６、マックスベットスイ
ッチ５３の押圧操作を検出するマックスベット検出センサ８７、切換スイッチ５４の押圧
操作を検出する切換検出センサ８８、各回転体３１，３２，３３（ベルト３６）の回転位
置（原点位置）を個別に検出する回転位置検出センサ９１，９２，９３、払出装置９より
払い出される遊技球を検出する払出検出センサ９４、取込装置４より取込まれる遊技球を
検出する前記カウントセンサ９５、取込装置４において１ベット分（５個）又はマックス
ベット分（１５個）の遊技球を一度に取込可能か否かを検出するための取込検出センサ９
６等の各種センサが接続されている。
【０１０１】
主基板７１の出力側には、前記電源基板７３を介して前記払出装置９が接続されている。
また、この外にも主基板７１の出力側には、前記取込装置４、各モータ３７，３８，３９
、ベット数表示部４３、残数表示部５６、獲得数表示部５７、情報表示部５８等が接続さ
れている。
【０１０２】
さらに、主基板７１の出力側には、サブ基板７２が接続されている。サブ基板の出力側に
は、前記液晶表示装置４２、各ランプ表示部６２，６３，６４、スピーカ６１等が接続さ
れている。主基板７１からは、サブ基板７２に対しそのときどきの遊技情報が信号として
送信されるようになっている。各遊技情報に関する信号を入力したサブ基板７２では、各
種信号に基づき、自身の制御プログラムに基づき、種々の演出を実行する。
【０１０３】
主基板７１、サブ基板７２は、上述のとおりＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等を備えているが、
以下の説明では、それらの現実の構成自体に拘束されず、主基板７１、サブ基板７２を機
能実現手段の集合体としてとらえて説明する。すなわち、以下に説明する各種機能はＣＰ
Ｕの制御下で実現される機能であり、その制御プログラムはＲＯＭ（場合によってはＲＡ
Ｍ）の記憶内容に基づくものであり、その時々の必要なデータはＲＡＭに一時的に記憶保
持されることとなるが、それらのプログラム上の要件等については適宜のテーブル構成を
採用する等で当業者がなし得るものであるため、個々には説明しない。但し、本実施の形
態の遊技内容を把握する上で必要がある場合等については、適宜具体的な説明をする。
【０１０４】
主基板７１は、「小役抽選手段」を備えている。小役抽選手段は、スタート検出センサ８
１からの検出信号が入力されたタイミングによって、小役払出条件が成立したか否かの抽
選を行い、これによって小役フラグの成立の有無が決定される。なお、小役の抽選は、他
の抽選とともに、遊技球の投入個数（ベット数）に応じて変化するよう構成されており、
概して投入個数が多い程遊技者に有利な抽選結果が得られるようになっている。
【０１０５】
主基板７１は、「小役制御手段」を備えている。小役制御手段は、通常遊技中に小役フラ
グが成立している場合、各回転体３１，３２，３３の停止時に、後述する小役成立テーブ
ルの内容を参照しながら、一定の引き込み停止制御を加えて半強制的に小役図柄を有効ラ
イン上に停止させる。
【０１０６】
主基板７１は、「リプレイゲーム抽選手段」を備えている。リプレイゲーム抽選手段は、
スタート検出センサ８１からの検出信号が入力されたタイミングによって、リプレイゲー
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ム移行条件が成立したか否かの抽選を行い、これによってリプレイフラグの成立の有無が
決定される。
【０１０７】
主基板７１は、「リプレイゲーム制御手段」を備えている。リプレイゲーム制御手段は、
通常遊技中にリプレイフラグが成立している場合、各回転体３１，３２，３３の停止時に
、後述するリプレイ成立テーブルの内容を参照しながら、一定の引き込み停止制御を加え
て半強制的にリプレイ図柄を有効ライン上に停止させる。そして、有効ライン上にリプレ
イ図柄が停止することを条件に、次回の遊技を無償で行うことができるようにするもので
ある。勿論、このリプレイゲームが行われる場合にも各種抽選は実行されている。
【０１０８】
主基板７１は、「ビッグボーナス抽選手段」を備えている。ビッグボーナス抽選手段は、
スタート検出センサ８１からの検出信号が入力されたタイミングによって、ビッグボーナ
ス移行条件が成立したか否かの抽選を行い、これによってビッグボーナス成立フラグの有
無が決定される。
【０１０９】
主基板７１は、「ビッグボーナス制御手段」を備えている。ビッグボーナス制御手段は、
通常遊技中に、前記ビッグボーナスフラグが成立すると、各回転体３１，３２，３３の停
止時に、後述するビッグボーナス成立テーブルの内容を参照しつつ、一定の引き込み停止
制御を加えて半強制的にビッグボーナス図柄を有効ライン上に停止させる。そして、有効
ライン上にビッグボーナス図柄が停止することを条件に、予め設定された所定の遊技回数
（ここでは３０回）を上限として、現状遊技状態である通常遊技からビッグボーナスゲー
ムに移行させ、その後、原則的には元の通常遊技状態に復帰させるものである。
【０１１０】
主基板７１は、「ビッグボーナス中抽選手段」を備えている。ビッグボーナス中抽選手段
は、ビッグボーナス中にのみ有効化され、スタート検出センサ８１からの検出信号が入力
されたタイミングによって、小役図柄の抽選及びジャックインの抽選を行い、小役フラグ
及びジャックインフラグの成立の有無が決定される。そして、前記ビッグボーナス制御手
段は、小役フラグの成立によって所定の小役図柄（例えば「タコ」図柄）を有効ライン上
に揃わせるべく小役成立テーブルを参照しつつ各回転体３１，３２，３３を半強制的に引
き込み停止制御する。
【０１１１】
また、前記ビッグボーナス制御手段は、前記ジャックインフラグの成立によってジャック
インさせるべく、リプレイ成立テーブルの内容を参照しつつ、各回転体３１，３２，３３
を半強制的に引き込み停止制御する。ジャックインとは、ビッグボーナスゲーム中に所定
のボーナスゲームを実行させる状態であり、具体的には「リプレイ」図柄が揃うことによ
って生じる。従って、ジャックイン実行のためにビッグボーナス制御手段は、ジャックイ
ン図柄（リプレイ図柄）を有効ライン上に揃わせるべく各回転体３１，３２，３３を半強
制的に引き込み停止制御する。ジャックインされると所定のボーナスゲームが実行される
。
【０１１２】
ここで、所定のボーナスゲームについて説明する。所定のボーナスゲームの実行が開始さ
れる（ジャックインされる）と、予め設定された所定のゲーム回数（ここでは１２回）を
上限として、現状遊技状態である通常遊技状態から特殊な状態に移行させられ、その後元
の遊技状態に復帰させられる。該所定のボーナスゲーム中は、有効ラインが１ライン（下
ライン）のみとされている。該所定のボーナスゲーム中においては、スタート検出センサ
８１からの検出信号が入力されたタイミングによって、所定の図柄（ここでは、リプレイ
図柄）の抽選を行う。かかる図柄の抽選は、通常の抽選とは異なり、リプレイ図柄が有効
ライン（下ラインのみ）に揃った場合に所定個数（例えば７５個）の遊技球が払い出され
るように設定しておき、かかるリプレイ図柄を遊技球払出図柄として、当該遊技球払出図
柄が揃う条件を満たすか否かの抽選とされている。そして、前記抽選の結果、リプレイフ
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ラグ（ここでいうリプレイフラグは通常遊技中のものとは異なり、レギュラーボーナス用
に新たに設定されたものである。）が成立した場合には前記遊技球払出図柄以外の図柄が
有効ライン上に揃わないように各回転体３１，３２，３３を制御するものであり、しかも
遊技球払出図柄が所定回数（例えば８回）揃った場合には前記所定の遊技回数（１２回）
に達していなくとも所定のボーナスゲームは終了させられる。なお、かかる所定のボーナ
スゲームに際しては、投入される遊技球として５個が上限、すなわち、１ベットのみが有
効化される。
【０１１３】
ここで、ビッグボーナスゲームは、前記所定の遊技回数（３０回）内で所定回数（例えば
３回）を上限とするジャックインが可能であり、ビッグボーナスゲーム中のジャックイン
中における遊技回数は前記３０回の回数には加算されないようになっている。そして、ビ
ッグボーナス制御手段は、前記所定の遊技回数（３０回）内であっても、前記所定のボー
ナスゲームが所定回数（３回）終了した時点（３回目のジャックインによる所定のボーナ
スゲーム終了時点）でビッグボーナスゲームを強制的に終了させる。
【０１１４】
主基板７１は、「回転体制御手段」及び「記憶手段」を備えている。回転体制御手段は、
記憶手段の記憶内容に応じて各回転体３１，３２，３３を制御するものであり、特に記憶
手段に記憶された各種テーブルの記憶内容に応じて各回転体３１，３２，３３（駆動ロー
ラ３４ひいてはベルト３６）の停止位置を制御するものである。
【０１１５】
記憶手段（ここではＲＯＭであるがＲＡＭであってもよい。）に記憶された各種テーブル
とは、成立した各種フラグに応じて個々に設定されたものである。具体的には、例えば何
らフラグが成立していない場合にいずれの図柄をも有効ライン上に揃えないようにするた
めの「外れテーブル」、小役フラグに対応して所定の小役図柄を有効ライン上に揃えるた
めの「小役成立テーブル」、リプレイフラグに対応してリプレイ図柄を有効ライン上に揃
えるための「リプレイ成立テーブル」、ビッグボーナスフラグに対応して「７」図柄を有
効ライン上に揃えるための「ビッグ成立テーブル」等の他、以上の成立図柄をどの有効ラ
イン上に揃えるかを決定するための「ラインテーブル」等である。また、記憶手段は、前
記クレジットモード時における仮想遊技球の数も記憶している。
【０１１６】
さらに、前記サブ基板７２は、「補助教示制御手段」を備えている。補助教示制御手段は
、前記液晶表示装置４２を主として表示制御するものであり、以下に説明する各種補助表
示を実現する。また、補助教示制御手段は、かかる液晶表示装置４２での演出に絡んで、
前記ランプ表示部６２，６３，６４や、スピーカ６１等での補助演出をも実現する。より
詳しくは、主基板７１からは、サブ基板７２に対し、そのときどきの遊技情報が信号とし
て送信されるようになっており、当該情報を受けたサブ基板７２では、そのときどきに応
じた補助表示等を行うようになっている。
【０１１７】
ここでは、液晶表示装置４２の補助表示について説明する。即ち、まず、補助教示制御手
段は、スタートレバー４４が操作され、１遊技回の遊技が開始される毎に、液晶表示装置
４２での識別情報の変動表示を開始される。液晶表示装置４２では、例えば図８に示すよ
うに、複数の疑似図柄列が表示される。本実施の形態では、これらの疑似図柄列として左
疑似図柄列、中疑似図柄列及び右疑似図柄列の３つの疑似図柄列が表示されるが、それ以
外の数の疑似図柄列が表示されてもよい。各疑似図柄列は、基本的には、複数種類の疑似
図柄によって構成されている。各疑似図柄は、基本的には皿に盛られたタコ等の絵等によ
って構成されている。これらの疑似図柄は、前記回転体３１，３２，３３のベルト３６に
付された図柄に基本的には対応している。すなわち、「７」図柄は、図８（ａ）の中央に
表示されている「女の子＋七」の疑似図柄に対応しており、「リプレイ」図柄は図８（ａ
）の中央奥に表示されている「湯飲み茶碗」の疑似図柄に対応しており、「タコ」図柄（
小役図柄）は、図８（ａ）の左右図柄列に表示されている「タコ」の疑似図柄に対応して
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いる。
【０１１８】
各々の疑似図柄列においては、あたかも回転寿司店における複数の（３つの）回転テーブ
ル上に載置されたように表示される疑似図柄が、テーブルとともに回転（移動）可能に表
示される。
【０１１９】
そして、疑似図柄の変動開始後、基本的には、第１番目のストップスイッチ４５，４６，
又は４７が押圧されたタイミングで、疑似図柄の変動が、左疑似図柄列、右疑似図柄列、
中疑似図柄列の順で停止させられる。
【０１２０】
補助教示制御手段は、かかる表示演出を行いうる液晶表示装置４２において、少なくとも
、小役フラグ、リプレイフラグ、或いは、ビッグボーナスフラグの成立を報知する「ナビ
ゲーション表示」や、ビッグボーナスフラグの成立時に小役フラグ等の成立と思わせる報
知を行う「ナビゲーション外れ表示」や、種々の演出表示を行わせたりするべく、当該液
晶表示装置４２を表示制御する。なお、ナビゲーション表示とナビゲーション外れ表示と
は、当該液晶表示装置４２の表示内容のみから区別することはできない場合があり、この
場合には、各回転体３１，３２，３３の停止内容との関係から理解されるものである。
【０１２１】
即ち、補助教示制御手段は、「ナビゲーション表示」として、小役フラグ、或いはリプレ
イフラグ成立時には、そのゲームの終了前迄にフラグ成立に該当する小役、リプレイ、「
７」に対応する疑似図柄を液晶表示装置４２に表示停止させ、遊技者に表示された図柄を
停止させるように促したり、遊技者に各フラグが成立している旨を教示したり、逆にフラ
グが成立していない旨を教示したりするべくナビゲーション的な機能を発揮させる。
【０１２２】
例えば、スタートレバー４４が操作されたタイミング以降、液晶表示装置４２では、疑似
図柄の変動表示が開始される。そして、第１番目のストップスイッチ４５，４６，又は４
７が押圧されたタイミングで、主基板７１から送信された情報に基づき、疑似図柄を順次
停止させる。このとき、例えば、いずれの当りフラグも成立していない場合、つまり外れ
時には、図８（ａ）に示すように、左、中、右疑似図柄列で全てが同一ではない疑似図柄
を停止させる。また、例えば、小役フラグが成立している場合には、図８（ｂ）に示すよ
うに、左、中、右疑似図柄列において「タコ」図柄に対応する「タコ」の疑似図柄をゾロ
目で停止させる。さらに、例えば、リプレイフラグが成立している場合には、図示しない
が、左、中、右疑似図柄列において「リプレイ」図柄に対応する「湯飲み茶碗」の疑似図
柄をゾロ目で停止させる。
【０１２３】
また、例えばビッグボーナスフラグが成立している場合には、上記「ナビゲーション表示
」、「ナビゲーション外れ表示」、「特殊演出表示」、「リーチ演出表示」のうちいずれ
かを実行する。ここで、「ナビゲーション表示」が行われる場合には、例えば図９（ａ）
に示すように、第１番目のストップスイッチ４５，４６，又は４７が押圧されたタイミン
グで、左、中、右疑似図柄列において「７」図柄に対応する「女の子＋七」の疑似図柄を
ゾロ目で停止させる。
【０１２４】
次に「ナビゲーション外れ表示」について説明する。「ナビゲーション外れ表示」が行わ
れる場合、本来フラグの成立していない小役或いはリプレイ図柄に対応する疑似図柄をそ
のゲームの終了前迄に液晶表示部４２に表示させ、同じく遊技者に表示された図柄を停止
させるように促すナビゲーション的な機能を発揮させるが、それら表示された図柄は本来
フラグ成立していないのであるから実際にはその表示された図柄が有効ライン上に揃うこ
とはない点で上記ナビゲーション表示とは意味内容が異なる。そして、このように、液晶
表示装置４２上では疑似図柄が揃ったにもかかわらず、有効ライン上に図柄が揃わないこ
とに気づいた遊技者は、「ナビゲーション外れ表示」が行われたこと、つまり、ビッグボ
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ーナスゲームフラグが成立していることを察知することができる。
【０１２５】
また、ビッグボーナスフラグが成立している場合には、「特殊演出表示」が行われること
もある。この場合、図９（ｂ）に示すように、第１番目のストップスイッチ４５，４６，
又は４７が押圧されたタイミングで、左、右疑似図柄列において「７」図柄に対応する「
女の子＋七」の疑似図柄をゾロ目で停止させ、しばらく間をおいて中疑似図柄列において
、「魚」をモチーフにした特殊疑似図柄を停止表示させる。この特殊疑似図柄は通常は表
示されない類のものであるため、当該停止表示によって、遊技者は、ビッグボーナスゲー
ムフラグが成立していることを察知することができる。
【０１２６】
さらに、ビッグボーナスフラグが成立している場合には、「リーチ演出表示」が行われる
こともある。この場合、図１０（ａ）に示すように、第１番目のストップスイッチ４５，
４６，又は４７が押圧されたタイミングで、左、右疑似図柄列において「７」図柄に対応
する「女の子＋七」の疑似図柄をゾロ目で停止させ、しばらく間をおいて、別の演出画面
を表示させる。例えば、図１０（ｂ）に示すように、まず中疑似図柄列の疑似図柄に関し
、その表示領域を上方へ移動させる。また、表示部上に人物キャラクタ、猫及び盆を表示
する。これとともに、上方へ表示領域の移動した疑似図柄を盆の上に載置されているかの
如く表示する。そして、人物キャラクタ及び猫があたかも盆を引っ張りあうように左右方
向に動作させるとともに、疑似図柄を左右方向に交互にスライドさせつつ変形表示する。
また、この変形表示に伴って、疑似図柄を適宜切換変動させる。このように、猫及び人物
キャラクタがあたかも盆を引っ張りあう動作に連動し、盆の上に載置表示された疑似図柄
が左右方向に交互にスライドさせつつ変形切換表示され、かかる動作が連続して繰り替え
され、その後「女の子＋七」の疑似図柄で停止表示される。もちろん、小役フラグが成立
している場合等（ビッグボーナスフラグが成立していない場合）においても、上記のよう
なリーチ演出表示を行うこととしてもよい。この場合、最後に中疑似図柄列において停止
表示される疑似図柄は、「女の子＋七」の疑似図柄以外の疑似図柄となる。
【０１２７】
また、前記補助教示制御手段により、遊技球の投入動作中のタイムラグ、即ち遊技球の投
入操作が行われてからスタートレバー４４の操作に基づいて回転体３１，３２，３３の回
転が開始されるまでのタイムラグ（待ち時間）を利用して、液晶表示部４２に各種表示（
情報付与）を行わせるように表示制御することとしてもよい。このような演出表示を行う
ことで、遊技球の取込に要する期間を無駄にすることなく遊技者の興趣低下を抑制するこ
とができる。
【０１２８】
次に、以上の構成からなる遊技機１の作用につき、遊技方法を踏まえて説明する。
【０１２９】
遊技の開始に際し、遊技者は、クレジットが所定数以上あるか又は遊技球が上受皿１２に
所定個数あることを条件に、ベットスイッチ５１，５２，５３を押圧操作することにより
貯留記憶に基づく仮想遊技球又は実際の遊技球を投入する。該投入は、各ベット検出セン
サ８５，８６，８７によって検出され、その検出信号を受けて主基板７１は遊技球（仮想
遊技球を含む）の投入があったことを判断する。このとき、クレジットモード時であれば
、貯留記憶されていた仮想遊技球が投入されることとなる。例えば、クレジットモード時
において、１５個以上の貯留数（クレジット数）がある場合において、マックスベットス
イッチ５３が押圧操作されたような場合には、残数表示部５６における残数表示数を「１
５」だけ減じて表示するとともに、前記記憶手段は、「１５」だけ減じた数を貯留記憶数
として記憶する。これに対し、貯留数（クレジット数）が１５個未満しかない場合におい
て、マックスベットスイッチ５３が押圧操作された場合、或いは貯留数（クレジット数）
が５個未満しかない場合において、１ベットスイッチ５１が押圧操作されたような場合に
は、当該押圧操作は無効化される。
【０１３０】
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また、ダイレクトモード時であれば、上受皿１２にある実際の遊技球が取込まれ投入され
ることとなる。例えばダイレクトモード時において、１５個以上の遊技球が上受皿１２に
ある場合において、マックスベットスイッチ５３が押圧操作されたような場合には、上受
皿１２上の１５個の遊技球が上記取込装置４によって取込まれ、５個以上の遊技球が上受
皿１２にある場合において、１ベットスイッチ５１が押圧操作されたような場合には、上
受皿１２上の５個の遊技球が上記取込装置４によって取込まれる。これに対し、遊技球が
１５個未満しかない場合においてマックスベットスイッチ５３が押圧操作された場合、或
いは５個未満しかない場合において１ベットスイッチ５１が押圧操作された場合には、当
該押圧操作は無効化される。
【０１３１】
このときの遊技球投入数（＝ベット数×５）に応じて主基板７１はベット数表示部４３を
セグメント表示させる。ここで、１ベットスイッチ５１の１回の押圧操作（５個の遊技球
の投入）であればベット数表示部４３には「１」が表示されて下ラインのみが有効化され
る。また、１ベットスイッチ５１の２回の押圧操作、又は２ベットスイッチ５２の１回の
押圧操作（１０個の遊技球の投入）であればベット数表示部４３には「２」が表示されて
上下ラインが有効化される。さらに、マックスベットスイッチ５３の押圧操作等（１５個
の遊技球の投入）であればベット数表示部４３には「３」が表示されて上下ライン及び山
谷ラインが有効化される。なお、本実施の形態では、ベット数表示部４３においてベット
数、つまり有効ラインを表示することとしているが、これに代えて、或いはこれに加えて
、有効ラインに対応する有効ライン表示ランプ等を設け、どのラインが有効化されている
のかをより明示的に表示することとしてもよい。
【０１３２】
なお、クレジットモード下でのベットスイッチ５１，５２，５３の操作による仮想遊技球
投入の場合には、主基板７１はクレジットされている遊技球の貯留記憶数をその分減算し
、その減算値に応じた表示を残数表示部５６に行わせるように表示制御する。また、ダイ
レクトモード下でのベットスイッチ５１，５２，５３の操作による遊技球投入の場合には
、主基板７１は取込装置４にその旨の信号を出力し、その分の遊技球を上受皿１２から取
込むよう取込装置４を駆動制御する。
【０１３３】
少なくとも１ラインが有効化されている時点で、遊技者がスタートレバー４４を操作する
と、その操作がスタート検出センサ８１によって検出され、その検出信号を受けて主基板
７１はスタートレバー４４の操作があったことを判断する。また、これとともに、その旨
の情報をサブ基板７２へと送信する。そして、主基板７１は、全ての回転体３１，３２，
３３（ベルト３６）を一斉（同時でもよいし所定の時間差を設けてもよい。）に回転させ
るべく、モータ３７，３８，３９を駆動制御する。その結果、各ベルト３６は、遊技者に
とっては表面に付された図柄を目視することが困難な程度の速度で一方向に回転し、各表
示窓２１，２２，２３を介して各図柄が上から下へ向かって可変表示されているよう映し
出される。
【０１３４】
なお、このタイミングにおいて、サブ基板７２（補助教示制御手段）は、上述したように
液晶表示装置４２における補助表示等を開始させる。
【０１３５】
また、前記スタートレバー４４の操作に基づく検出信号が主基板７１に入力されたタイミ
ングで、通常遊技中では、小役抽選手段、リプレイゲーム抽選手段、ビッグボーナス抽選
手段による各抽選が行われる。
【０１３６】
小役抽選手段による抽選結果が、小役フラグ成立を意味する場合は、適宜の小役図柄を有
効ライン上に停止させ得る権利がそのゲームにおいてのみ与えられる。また、リプレイゲ
ーム抽選手段による抽選結果が、リプレイフラグ成立を意味する場合は、リプレイゲーム
へ移行する権利がそのゲームにおいてのみ与えられる。また、ビッグボーナス抽選手段に
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よる抽選結果がビッグボーナスフラグ成立を意味する場合は、ビッグボーナスゲームへ移
行する権利が与えられ、そのフラグはビッグボーナスゲームへ移行するまで保持される。
さらに、各抽選手段の抽選結果が、いずれの条件成立をも意味しない場合には、いずれの
フラグもたたない。
【０１３７】
以上の各抽選手段による抽選が終了した後、遊技者がストップスイッチ４５，４６，４７
を任意の順序で操作すると、その操作がそれぞれストップ検出センサ８２，８３，８４に
よって個別に検出され、各検出信号を受けて主基板７１は各ストップスイッチ４５，４６
，４７の操作があったことを判断する。すると、主基板７１は、操作された各ストップス
イッチ４５，４６，４７に対応した回転体３１，３２，３３を個別に停止させるべく、各
モータ３７，３８，３９を停止制御する。
【０１３８】
これら各回転体３１，３２，３３（ベルト３６）の停止位置は、上記各抽選手段による抽
選結果である各成立フラグに基づき、主基板７１の記憶手段に記憶されている前記各テー
ブルを参照して決定される。このとき、有効ラインから回転体回転方向手前の４図柄分ま
でに成立フラグに対応した図柄が存在すれば、原則として、その図柄が積極的に有効ライ
ン上に引き込まれるような制御がなされることとなり、回転体停止タイミングが４図柄分
手前までの誤差であれば、その誤差を吸収することができる。その結果、遊技者が熟練し
ていなくとも主基板７１によって成立フラグに応じた図柄を有効ライン上に極力停止させ
ることが可能となる。また、上下一対の２つの図柄が組合わさることによって「７」等の
絵、模様、数字等が構成されるようになっているが、これらは、それぞれ異なる図柄であ
ることは既に説明したが、本実施の形態では、異種の図柄同士が上下に停止表示されるこ
とがないよう引き込み制御が行われるようになっている。例えば、一の表示窓２１，２２
又は２３に対応して、上段に「７」の数字の下半分の「７」図柄が停止され、下段に「リ
プレイ」の上半分の「リプレイ」図柄が停止されることがないよう、つまり、同種の図柄
同士が上下に停止表示されるよう、引き込み制御が行われる。
【０１３９】
なお、所定のタイミング（例えば第１番目のストップスイッチ４５，４６，又は４７が押
圧されたタイミング）において、サブ基板７２（補助教示制御手段）は、上述したように
液晶表示装置４２におけるリーチ演出表示等を実行する。
【０１４０】
各回転体３１，３２，３３の停止時において、有効ライン上の停止図柄の組合せが、予め
定められた所定の図柄の組合せである場合、即ち小役図柄の組合せ、リプレイ図柄の組合
せ、ビッグボーナス図柄の組合せである場合、主基板７１は各停止図柄の組合せに応じて
払い出される遊技球数を獲得数表示部５７に表示させる。
【０１４１】
主基板７１は、獲得数表示部５７への表示と並行して、各停止図柄の組合せに応じた数の
遊技球を遊技価値として払い出すための払出制御を行う。かかる遊技球の払出は、原則と
して主基板７１が電源基板７３を介して払出装置９を駆動制御することにより、上受皿１
２等へ直接的に現実の遊技球として払い出される。ただし、切換スイッチ５４の操作を切
換検出センサ８８が検出し、主基板７１がクレジットモードであると判断した場合におい
ては、貯留記憶できる最大値（２５０個分）に達していない場合には、その分が直接払出
装置９を駆動することなく、クレジット遊技球（仮想遊技球）として貯留記憶される。こ
の場合、主基板７１はクレジットされている遊技球の貯留記憶数に今回獲得した遊技球数
分を加算し、その加算値に応じた表示を残数表示部５６に行わせるように表示制御する。
勿論、この場合でも貯留記憶できる最大値である２５０個分を越えた分は払出装置９より
直接遊技球が払い出される。
【０１４２】
そして、有効ライン上に揃った図柄が小役図柄或いは何ら払出のない図柄の組合せである
場合には、通常遊技が続行される。一方、有効ライン上に揃った図柄の組合せがリプレイ
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図柄の組合せである場合にはリプレイゲーム制御手段によって次回のゲームを無償で行う
ことができるリプレイゲームが実行される。また、有効ライン上に揃った図柄の組合せが
ビッグボーナス図柄の組合せである場合にはビッグボーナス制御手段によってビッグボー
ナスゲームが実行される。ここで、本実施の形態の遊技機１では、ビッグボーナスゲーム
の終了条件として、所定回の遊技（３０ゲームの終了又は３回のジャックインゲームの終
了）の他、払出遊技球数が上限値（具体的には２２５０個）に達したか否かという条件も
含まれるように構成されている。従って、３０ゲーム又は３回のジャックインゲームの終
了を待たずして払出遊技球数が上限値である２２５０個に達すると、そこでビッグボーナ
スゲームが終了されるようにして、必要以上に射幸性をあおらないようにしている。
【０１４３】
なお、小役図柄、リプレイ図柄、ビッグボーナス図柄等が有効ライン上に揃った場合、サ
ブ基板７２は、各ランプ表示部６２，６３，６４等を表示制御して小役成立や、リプレイ
ゲームへの移行や、ボーナスゲーム成立を表示報知するとともに、スピーカ６１を適宜駆
動制御して音声報知する。なお、これらスピーカ６１による音声報知は、遊技者への遊技
価値返還による利益が大きいもの程大袈裟なもの（音量を大きくしたり、トーンを高くし
たり、リズムを変化させる等）とすることが好ましい。各報知部の表示態様についても同
様であり、例えばビッグボーナスゲームではめまぐるしく点滅させる等のように表示態様
を変化させることによって、得られる利益の大きさを遊技者に推し量らせることができる
。
【０１４４】
さて、本実施の形態の遊技機１は、上述のとおり、回転体３１，３２，３３に関し、ベル
ト３６を用いて扁平状に周回させることとしている。このため、断面円形のリールによっ
て図柄変動領域を形成する場合に比べて、遊技機１の厚みを抑えることができる。
【０１４５】
一方で、ベルト３６を扁平状に周回させることとした場合、視認される図柄の変動態様が
平面的になってしまうことが懸念される。この点、本実施の形態では、ベルト３６のうち
表示窓２１，２２，２３から視認される部分については表示窓２１，２２，２３側に凸と
なるように構成したことから、遊技機１の厚みを抑えつつも、遊技者がベルト３６回転中
の図柄を目で追い易くなる。特に、ベルト３６の表示窓２１，２２，２３側への凸形状は
、円弧状に凸となる形状であるため、ベルト３６の変形による疲労が軽減されるとともに
、ベルト３６回転時の図柄の可変表示が滑らかなものとなって違和感をなくすことができ
る。
【０１４６】
また、本実施の形態では、視認部分に対応する従動ローラ３５寄りに、押えローラ４１を
設けることとしており、これにより、表示窓２１，２２，２３から見えるベルト３６に十
分な奥行き感を生ぜしめることができ、遊技者がベルト３６回転中の図柄を一層目で追い
易くなる。
【０１４７】
また、本実施の形態では、ベルト３６の扁平方向に沿って、平板状の液晶表示装置４２を
配置し、その表示部を補助表示窓２４から視認可能としている。このため、遊技機１の厚
みを増加させることなく、結果として表示装置ユニット３０のコンパクト化を図ることが
できる。
【０１４８】
尚、上記実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【０１４９】
（ａ）上記実施の形態では、ベルト３６のうち表示窓２１，２２，２３に臨む部分である
従動ローラ３５として比較的大径のものを採用している。このため、特に言及していない
が、当該従動ローラ３５内に蛍光ランプ等のバックライトを配置することも可能である。
【０１５０】
（ｂ）各ローラとして、同径のものを用いた場合には、表示窓から視認される図柄の変動
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態様が平面的なものとなってしまいがちである。この点、上記実施の形態では、駆動ロー
ラ３４の径と従動ローラ３５の径とをそれぞれ異ならせているため、たとえ押えローラ４
１を省略したとしても表示窓２１，２２，２３から視認される図柄の変動態様が平面的な
ものとはならない。それ故、場合によっては前記押えローラ４１を省略することも可能で
ある。逆に、押えローラ４１を設ける場合には、同径のローラを採用することとしてもよ
い。また、駆動ローラ３４及び従動ローラ３５の位置関係を上下逆にしてもよい。また、
駆動ローラ３４及び従動ローラ３５の径の大小関係を逆にしてもよい。
【０１５１】
（ｃ）上述した各ローラ、すなわち、駆動ローラ３４、従動ローラ３５及び押えローラ４
１に代えて、左右一対のプーリ或いはギヤを採用することとしてもよい。すなわち、「各
手段において、「ローラ」に代えて、「プーリ」或いは「ギヤ」としたこと」としても差
し支えない。
【０１５２】
（ｄ）上記実施の形態では、補助遊技用の情報付与手段として電気的表示装置の一種たる
液晶表示装置４２を用いることとしているが、他の電気的表示装置、例えば、ＣＲＴ、ド
ットマトリックス、ＬＥＤ、エレクトロルミネセンス（ＥＬ）、蛍光表示管等を用いても
よい。また、電気的表示装置以外にも、スピーカ等の音声発生装置を用いてもよく、これ
により遊技者に対してダイナミックな音声演出が可能となる。さらに、音声発生装置と表
示装置との組み合わせとして情報付与手段を構成してもよい。
【０１５３】
（ｅ）上記実施の形態における図柄の種類、配列等はあくまでも一例にすぎず、例えば他
の小役図柄を盛り込む等、任意の構成を採用することができる。また、絵、数字、文字等
に限らず、幾何学的な線や図形等であってもよい。また、光や色等を利用して図柄を構成
することも可能であるし、立体的形状等によっても図柄を構成し得るし、これらを複合し
たものであっても図柄を構成し得る。即ち、図柄は識別性を有した情報（識別情報）とし
ての機能を有するものであればよい。
【０１５４】
（ｆ）上記実施の形態におけるスタートレバー４４等に代表される操作手段や、残数表示
部５６等に代表される表示手段の配置はあくまでも一例に過ぎず、例えばスタートレバー
４４を右側に配置したり、レバーに代えてボタンにする等、適宜変更することは何ら差し
支えない。
【０１５５】
（ｇ）全ての制御を主基板７１により司られる構成としてもよい。つまり、サブ基板７２
を省略した構成を採用してもよい。
【０１５６】
（ｈ）上記実施の形態ではビッグボーナスゲームを有する遊技機１について説明したが、
一回のジャックインゲームからなるレギュラーボーナスゲームを行いうる遊技機に適用し
てもよい。また、逆にビッグボーナスゲームを省略したものとしてもよい。更に、ビッグ
ボーナスゲーム後に所定条件成立（所定ゲーム回数の終了、所定フラグ成立等）までメダ
ルの消費を抑えてゲームを進行し得るチャンスゲーム機能等の各種付加価値を設けたもの
としてもよい。
【０１５７】
（ｉ）上記実施の形態における遊技球の、１ベット当りの投入数（所定数）、最大投入数
、払出個数等はあくまでも例示であって、上記数値に特に限定されるものではない。
【０１５８】
（ｊ）上記実施の形態において説明した遊技機１の他、パチンコ機やアレンジボール機、
あるいはスロットマシンに適用してもよいし、その他の遊技機に適用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】一実施の形態における遊技機の正面図である。
【図２】前面扉を開放した状態を示す正面図である。
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【図３】各回転体のベルトの図柄配列を示す説明図である。
【図４】（ａ）は表示窓から視認される図柄の一例を示す正面図であり、（ｂ）は表示窓
と有効ラインの関係を模式的に示す正面図である。
【図５】表示装置ユニット等を模式的に示し示す側断面図である。
【図６】遊技機を示す背面図である。
【図７】主基板等の電気的構成を説明するためのブロック図である。
【図８】（ａ），（ｂ）ともに液晶表示装置に表示される疑似図柄等を示す正面図である
。
【図９】（ａ），（ｂ）ともに液晶表示装置に表示される疑似図柄等を示す正面図である
。
【図１０】（ａ），（ｂ）ともに液晶表示装置に表示される疑似図柄等を示す正面図であ
る。
【符号の説明】
１…外枠、２…前面枠、３…前面扉、４…取込装置、９…払出装置、１０…遊技機、１１
…払出装置、１２…上受皿、１３…下受皿、２１，２２，２３…表示窓、２４…補助表示
窓、３０…表示装置ユニット、３１…左回転体、３２…中回転体、３３…右回転体、３４
…駆動ローラ、３５…従動ローラ、３６…ベルト、３７，３８，３９…モータ、４１…押
えローラ、４２…電気的表示装置（情報付与手段）を構成する液晶表示装置、４４…スタ
ートレバー、４５，４６，４７…ストップスイッチ、７１…主基板、７２…サブ基板、７
３…電源基板。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

(25) JP 3815389 B2 2006.8.30



フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－０８５７２７（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２０６９６０（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－２８９７０６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１４３３７０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A63F  5/04
              A63F  7/02

(26) JP 3815389 B2 2006.8.30


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

